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質問①（AGF別添2-30、FMF別添1-34）
FMFではセル内でデブリを開放しても水素濃度は0.1vol%未満、AGFではグローブボッ
クス内でデブリを開放しても1.3vol%となるとあるが、その根拠、計算式等を示すこと。

AGF別添2-30、FMF別添1-34
1F 燃料デブリ中には、水の放射線分解により発生した水素が含まれている可能性がある。1F 燃料デブリと同量
の水が含まれているとし、全ての水が放射線分解によって水素ガスとなり、容器開封時にセル及びグローブボック
スに全量が開放された場合を想定した。
FMF の場合、1F 燃料デブリ90g 中に含まれる水素ガスが試験セルで開放されたとしても、セル内は常に換気され
ているために、速やかに希釈され、水素濃度は0.1vol%未満（大気圧）となり、空気中における爆発下限濃度
4.0vol%を下回るため、水素ガス開放による火災のおそれはない。
AGF の場合も同様に、1F 燃料デブリ10g に含まれる水素ガスが最も体積の小さいグローブボックスで開放された
場合でも、グローブボックス内は常に換気されているために、速やかに希釈され、水素濃度は1.3vol%（大気圧）と
なり、空気中における爆発下限濃度4.0vol%を下回るため、水素ガス開放による火災のおそれはない。

1F燃料デブリを受入れ、最初に気密容器を開封する試験セルで評価

水分解の反応式はH2O → H2 + 1
2

O2である。気体の標準状態（0℃, 1気圧, NTP）の体積は、22.4L/molである。

FMFの場合、90ｇで水5molに相当する。 試験セルの容積は、6m×19.5m×7m=819m3=819,000Lである。

試験セル内は常に循環されており、開放された水素は速やかに希釈され、水素濃度は
112L/819,000L≒0.000137≒0.014%（0.1%未満）となる。

AGFの場合、10gで水0.56molに相当する。グローブボックスの容積は、1m3である。

グローブボックス内は常に換気されており、開放された水素は速やかに希釈され、水素濃度は
12.6L/1,000L≒0.0126≒1.3%となる。
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質問②（AGF別添2－45～、FMF別添1－49～）

臨界評価、臨界管理について、全体的に説明してほしい。（ポンチ絵等があるとよい。）ま
た、その際に以下の点についても説明願いたい。

AGF及びFMFの臨界管理方法は以下の3つである。
〇質量管理（AGF、FMF）

核分裂性物質の濃度、容積、形状等に係わらず、施設内の１箇所での取扱い量を臨
界しない量（制限値）以下に制限して管理すること。

〇形状管理（FMF）
核分裂性物質をその濃度、質量、容積に係わらず未臨界である形状寸法（制限値）に
して管理すること。

〇複数ユニット管理（AGF、FMF）
ユニット間の間隔の維持、中性子遮蔽材の使用によって臨界安全を担保すること。

単一ユニット相互の間隔が近い場合、各ユニットから発生する中性子の相互干渉に
よって、臨界に達する可能性がある。
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質問②（AGF別添2－45～、FMF別添1－49～）

臨界評価、臨界管理について、全体的に説明してほしい。（ポンチ絵等があるとよい。）ま
た、その際に以下の点についても説明願いたい。

容器

移動依頼報告票

Start

形状

寸法

容器

集合体/容器の取扱制限量
で判定

内径10cm以下

共通確認事項１

セル全体で2集合体/
容器以下

エリアに1集合体/容器

自由取扱の取扱制限量で
判定

共通確認事項１

エリアに許可燃料ピン/
容器以下

220ｇ

共通確認事項2

End

共通確認事項１

試料が所定のエリアに
存在

適正な容器の使用

Return

共通確認事項2

通過エリア（試料の
追跡）

目的エリアへの到着

Return

超過

以下

内径10cm超

集合体

移動許可手続き

現場確認

FMFのクリーンセル、除染セル、第2除染セル

の核燃料物質の管理は以下の図の通りとなっ
ている。

Pu+U235の重量
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質問②-1（AGF別添2－45～、FMF別添1－49～）
評価対象が未照射の燃料である理由は何か。

未照射燃料は、核分裂性物質の量が最大である。 １F燃料デブリは性状不明のため、臨界安全評
価上最も保守的なものとした。
以下に燃焼度と核分裂性物質の割合の関係を示した図を示す。

Y. Takano et al., “Study on the Criticality Safety Evaluation Method for Burnup Credit in JAERI”, Nucl.Technol.. 110, 40 (1995).
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質問②-3（AGF別添2－45～、FMF別添1－49～）
MOX燃料の存在比の算定根拠は何か。Am-241のみPu-241の存在比に含めた理由は
何か。

MOX燃料の存在比の算定根拠について
MOX燃料については、燃料組成の製造時公差情報が含まれなかったので、UO2燃料の燃料組成

の製造時公差を参考として、存在比の小数点以下を繰上げ又は繰り下げすることで臨界評価上より
厳しい組成とすることにした。
具体的には、プルトニウムの中でも核分裂断面積の大きいPu-239及びPu-241については製造時

の存在比を繰上げ、その他は繰り下げとした。

Am-241のみPu-241の存在比に含めた理由について
Pu-241は半減期14年で毒物（中性子を吸収し、臨界しにくくなる。）のAm-241に壊変する。従って、

臨界安全評価上Pu-241の壊変は考慮せず、Am-241の存在比をPu-241に加えることとした。
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質問②-5（AGF別添2－45～、FMF別添1－49～）
最小臨界質量と最大取扱核燃料物質重量の関係は何か。

最小臨界質量
未照射のウラン燃料及びMOX 燃料について、中性子実効増倍率を計算によって求め、臨界に達す
る（σeff≧0.95）重量（U、Pu のみの重量）を評価した。1F 燃料デブリは、内部に水を含む可能性が
あるため、核燃料と水の混合モデル（均一系及び非均一系）で評価した。１F 燃料デブリの組成は、
臨界安全を考慮してU、Pu のみで構成されていることとした。

最大取扱核燃料物質重量
ダブルバッチを想定し、安全係数を0.43とした。計算式は以下のとおりである。
最大取扱核燃料物質重量＝最小臨界質量×0.43
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質問②-6（ AGF別添2－45～、FMF別添1－49～ ）

質量管理又は形状管理としている場所については、形状管理のみで臨界管理することも
ありうるのか。

大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定

第73条 第2項
核燃料物質の使用及び保管に係る臨界管理は、管理する区域を設定し、質量管理によりこれを行う。
ただし、ＦＭＦの除染セル、クリーンセル、第２除染セルにおける取扱い及び集合体キャスクによる移

送においては、質量管理及び形状管理によりこれを行う。質量管理に係る取扱制限量は、それぞれ
別表 第４０のとおりとする。

詳細は質問②の回答参照。
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質問④（AGF別添2-2～）

「②溶解、分離、焼き付け」の記載は、実際どういうことをやるのか説明してほしい。（具体
的なイメージがわかない。）

作業フローを以下に示す。

核燃料物質（1F燃料デブリ）

溶解
（6セル、実験室、化学室）

分離（化学室）

焼付け（化学室）

硝酸を用いて加熱（加熱炉等）溶解

イオン交換樹脂による核種の分離

核種分離後の溶液をフィラメントへ塗布し加熱して焼
付け

分析（測定室、恒温室） 質量分析装置、放射線計測、元素分析
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質問⑤（AGF別添2-3～）

「３）処理」として、加熱工程があるが、これは既許可と同じプロセスであり、１Ｆデブリを取
り扱うことにより特別生じるものではないという理解でよいか。この加熱工程に対しての安
全性はどう担保されているのか。

安全性の担保
【AGF別添2-5】
その他、作業を行うグローブボックス内には消火剤を配置する。さらに加熱中は常時作業員が監視
を行う。

【AGF別添2-3】
N o . 6 セル又は化学室のN o . 1 3 グローブボックスにおいて、溶液試料をホットプレート等で加熱
し、溶媒を蒸発させる。また、酸化物に転換するために、高温で加熱する。元の1 F 燃料デブリが同
一である分析済試料が複数ある場合は、必要に応じてそれらをまとめることにより減容化する。

変更案

「試料調製及び処理においては溶液を加熱するため、加熱作業においては人による常時監視、万一
の火災に備えた消火剤の配置を行う。」
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質問⑥（FMF別添1-4～）
閉じ込めの説明の中で、セルへの試料の搬入はPVCバッグ等で行うとあるが、「等」に含
まれるものは何か。

補足資料の図-11のとおり、セルへの試料の搬出入はPVCバッグ及び気密容器により気密性を損な
うことなく行う。

補足資料 図-11 輸送時の荷姿

FMF別添1-4
① 閉じ込め
本作業の主要な工程で使用する1F燃料デブリは、プルトニウムを含む可能性がある物質であり、非
密封の試料である。試料の取扱いはセル内にて行い、セルへの試料の搬出入はPVCバッグ等によ
り気密性を損なうことなく行う。
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質問⑦-1（FMF別添1-5～）

火災対策において、金相セルは随時窒素雰囲気にするとあるが、「随時」とはどのような
ことを指すか。

FMF別添1-5
③火災
試験セル及び第2試験セルは常時、金相セルについては随時、セル内を窒素雰囲気に維持するの
で火災発生のおそれは全くない。

金相セルについては、メンテナンスの際にセル内を一時的に空気雰囲気にすることが可能である。
その他は、常時窒素雰囲気で運転し、当該核燃料物質の取扱い時は常に窒素雰囲気で取り扱うた
め、火災発生のおそれは全くない。
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質問⑦-2（FMF別添1-5～）

火災対策において、「試験作業中に発生する廃棄しようとする物」はどこに保管するのか、
その保管先の容量は十分あるのか。

FMF別添1-5
③火災

試験作業中に発生する廃棄しようとする物を所定の容器に収納する場合は、金属製容器を用いるな
どの防火対策を行う。

試験作業中に発生したウエス等の可燃物（ 「廃棄しようとする物」とする）は、所定の容器がカートン

ボックス（紙バケツ）の場合は、火災防止のため金属製容器に収納する。作業後に所定の容器は、
施設内の保管廃棄施設にて保管する。現在の保管廃棄施設内の保管量は、容量に対して20％以下
であり、これまでの発生量実績を考慮しても十分である。所定の容器が金属製容器（L缶、S缶等）の

場合は、廃棄物管理施設へ搬出する。今回発生する量は廃棄物缶１本程度であるため保管先の容
量は十分である。
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質問⑦-3（FMF別添1-5～）
「所定の容器」とは何であるか。

大洗研究所の放射性廃棄物に関する要領においては、施設で発生した廃棄物の仕掛品は、区分、
分類に従って所定の容器に収納すると定められており、本作業で発生した廃棄しようとする物を収納
する容器はカートンボックス（紙バケツ）である。

FMF別添1-5
③火災
試験セル及び第2試験セルは常時、金相セルについては随時、セル内を窒素雰囲気に維持するの

で火災発生のおそれは全くない。試験作業中に発生する廃棄しようとする物を所定の容器に収納す
る場合は、金属製容器を用いるなどの防火対策を行う。セル火災の消火を行う場合は、セルの給気
弁を閉じ、負圧を維持しながら行う。
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質問⑦-4（FMF別添1-5～）

廃棄しようとする物は金属製容器を用いるとあるが、廃棄しない物（貯蔵物？）はどうする
のか。

可燃物（未使用のウエス等）の持ち込みは最低限にし、金属製容器に収納して防火対策を行う。また、
治工具類等の廃棄しない物は不燃物である。

FMF別添1-5
③火災
試験セル及び第2試験セルは常時、金相セルについては随時、セル内を窒素雰囲気に維持するの

で火災発生のおそれは全くない。試験作業中に発生する廃棄しようとする物を所定の容器に収納す
る場合は、金属製容器を用いるなどの防火対策を行う。セル火災の消火を行う場合は、セルの給気
弁を閉じ、負圧を維持しながら行う。
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質問⑦-5（FMF別添1-5～）
「セル火災」の表すセルは窒素雰囲気とするセル（試験セル、第2試験セル、金相セル）以
外のセルという理解でよいか。

FMF別添1-5
③火災
試験セル及び第2試験セルは常時、金相セルについては随時、セル内を窒素雰囲気に維持するの

で火災発生のおそれは全くない。試験作業中に発生する廃棄しようとする物を所定の容器に収納す
る場合は、金属製容器を用いるなどの防火対策を行う。セル火災の消火を行う場合は、セルの給気
弁を閉じ、負圧を維持しながら行う。

FMF別添1-15 3.火災等による損傷の防止

セル火災に対しては、除染セル、クリーンセル及びラジオグラフィーセルには押釦操作の粉末消火
設備を、第2除染セルにはハロゲン化物消火設備を設置する。ま た金相セル及びCT検査室には粉
末消火器を接続する。
なお、試験セル及び第2試験セルは常時、窒素雰囲気に維持するので火災発生のおそれは全くな
い。セル火災の消火を行う場合は、セルの給気弁を閉じ、負圧を維持しながら行う。
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質問⑦-6（FMF別添1-5～）

上記のとおりであれば、「セルの給気弁を閉じ」とは、酸素供給を遮断するためという理解
でよいか。

セル火災の際、セルの給気弁を閉じる操作は酸素供給を遮断する目的で行う。

FMF別添1-5
③火災
試験セル及び第2試験セルは常時、金相セルについては随時、セル内を窒素雰囲気に維持するの

で火災発生のおそれは全くない。試験作業中に発生する廃棄しようとする物を所定の容器に収納す
る場合は、金属製容器を用いるなどの防火対策を行う。セル火災の消火を行う場合は、セルの給気
弁を閉じ、負圧を維持しながら行う。
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質問⑧（FMF別添1-5）
爆発事故（水素発生）について、気密容器とはPVCバッグのことか。

FMF別添1-5
④爆発事故（水素発生）
1F燃料デブリには水が含まれている可能性があり、水の放射線分解により気密容器内部に水素が

充満している可能性がある。これを試験セル内に瞬時開放した際の試験セル内雰囲気の水素濃度
は0.1vol%未満である。これは空気中での爆発限界4.0vol%よりはるかに小さく安全である。

補足資料 図-11（以下の図）に示すように、PVCバッグ及び気密容器を指す。

29補足資料 図-11 輸送時の荷姿



質問⑨（FMF別添1-5）
臨界について、中性子相互干渉を防止する厚さ以上の壁とあるが、どのくらいの厚さか、
壁の材質は何か。立体角法による評価の概要を説明してほしい。

FMF別添1-5
⑤臨界
1F燃料デブリの使用又は貯蔵に当たっては、各取扱場所又は容器の単一ユニットで質量管理による
臨界管理を実施し、最大取扱量以下でしか取扱わない。単一ユニットによる臨界管理として、1F燃料
デブリを移動する際は事前に計算機により単一ユニットの最大取扱量以下であることを確認後、移
動作業を行う。複数ユニットの臨界管理は、ユニット相互の端面間距離が中性子相互干渉を防止す
る厚さ以上の壁で仕切られるか、又は立体角法によって評価して臨界の起こらない安全な配置とす
る。

FMF添付1-35
中性子相互干渉を防止する厚さは30cm*1-3である。

試験セルと除染セル間の壁：

除染セルとクリーンセル間の壁： である
ため、立体角法により相互干渉しないことを確認

第2試験セルと第2除染セル間の壁：

*1 TID-7016Rev.1 Nuclear Safety Guide Revise.1(1961)
*2 CEA R-3114 Guid de Criticite(1967)
*3 TID-7016Rev.2 Nuclear Safety Guide Revise.2(1978)
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立体角法とは
未臨界を確認した単一ユニットが複数配列場合に、各ユニット間の中性子のやりとりによ
る臨界を防止する必要がある。このような中性子相互干渉を防止して、ユニット間の安全
な配置を定めるための手法の一つであり、配列内の単一ユニットによる全立体角を求め
制限立体角と比較して、単一ユニット間の立体角、すなわち距離を制限する方法である。

立体角法による評価は、一つのユニットから他のユニットを見込んだ立体角（Ωt）と許容立
体角（Ωℓ）を求め、Ωt＜Ωℓであることを確認する。Ωtについては、CEA R-3114図R681より
求め、Ωℓについては下式によって算出する。

Ωℓ =
1 − 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

2 � 4𝜋𝜋

未臨界条件は以下のとおりである。

Ω𝑙𝑙 >
Ω𝑡𝑡
4𝜋𝜋

参考文献： CEA R-3114, Guid de Criticite(1967).

質問⑨（FMF別添1-5）
臨界について、中性子相互干渉を防止する厚さ以上の壁とあるが、どのくらいの厚さか、
壁の材質は何か。立体角法による評価の概要を説明してほしい。
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質問⑪
本変更の理由は、1Fにおいて今後に計画されている1F燃料デブリのサンプリングに際し、
1Fの廃止措置に資するためという理解でよいか。変更の理由が１F燃料デブリの取扱い
を行うため、とだけあり、もう少し背景事情の記載がほしい。

別紙

（２）照射燃料試験施設（別添２）
１）１Ｆ燃料デブリの取扱いに伴い、以下の変更を行う。

（３）照射燃料集合体試験施設（別添３）
１）１Ｆ燃料デブリの取扱いに伴い、以下の変更を行う。

34

国の1F廃止措置に資する１F燃料デブリのサンプリング・分析計画に基づく1F 燃料デブリの取扱い
に伴い、以下の変更を行う。



質問⑫

本変更において、既許可から設備の増設等はなく、既存の設備を使用して分析等を行う
とあるが、運用面で安全性を担保する部分はあるか。（保安規定への追加事項がある
か。）

大洗研究所（南地区）核燃料物質使用施設等保安規定

別表第39 年間予定使用量（第72条）への追記
1F燃料デブリに関する年間予定使用量について追記する。
審査の状況に応じて記載を検討する。
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質問⑭
貯蔵設備に変更はないか。

AGF別添2-7、FMF別添1-7
注1 1F燃料デブリの年間予定使用量については、既許可の年間予定使用量（本文5項に記載する

(1)から(6)※の種類及び数量）の範囲で行い、これを超える核燃料物質の受入れは行わない。
そのため、核燃料物質の貯蔵も既許可の貯蔵施設で行う。

※AGF別添2-7では、「(1)から(7)」である。
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質問⑮（AGF別添2-4）
グローブボックス表面線量率が200μSv/h以下とあるが、この値の設定の根拠は何か。

①200μSv/hの設定根拠
【AGF添2-1】
本施設の外部被ばく対策は、遮蔽体によって線量率をあらかじめ決められた設計基準値以下に抑

えることにより行われる。そのため各セルで取り扱う放射能の最大値（以下「最大取扱放射能」とい
う。）において、設計基準値以下であることを評価する。

設計基準値は次のように決める。
(1) 放射線業務従事者が常時立入る区域 20μSv/h 以下
(2) 放射線業務従事者が一時的に立入る区域 200μSv/h 以下
なお、グローブボックスについては遮蔽体の装着が困難であるため、第2 操作室に設置するものに

ついては20μSv/h 以下、それ以外の場所に設置されるものについては200μSv/h 以下に管理する。
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質問⑯（FMF参考資料）

ガスクロマトグラフ質量分析計及び放射線管理機器構成用線源保管庫の解体に際して、
廃棄物はコンテナに収納するとあるが、コンテナ一つの容量はどのくらいか。また、発生
する廃棄物量はコンテナ数でどのくらいが見込まれ、固体廃棄物前処理施設にはどのく
らいの空き容量があるのか。

コンテナ1.5m角一つの容量は、3.4m3（1.5m×1.5m×1.5m）である。
放射性廃棄物の総量は、13.6m3（コンテナ1.5m角換算で4容器）である。

発生したコンテナは、廃棄物の仕掛品としてFMFの保管廃棄施設で保管を行う。その後、

固体廃棄物前処理施設の受入れ可能時期に廃棄物として払い出す。現在、固体廃棄物
前処理施設は、北地区の廃棄物管理施設への搬出後に受け入れ可能としている。
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質問⑰
1Fデブリに関する変更内容は（AGFであれば）別添2にまとめられているが、別添2に記

載がないものについては、既許可の内容を踏襲するという理解で良いか。（例えば、廃棄
施設、廃棄設備については記載がない又は変更がないが、廃棄物は金属製容器に収納
する等）

１. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
1. 使用の方法（目的については本文に記載）
2. 核燃料物質の種類
3. 使用の場所
3. 予定使用期間及び年間予定使用量
4. 使用済燃料の処分の方法
5. 使用施設の位置、構造及び設備
6. 貯蔵施設の位置、構造及び設備
7. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の

廃棄施設の位置、構造及び設備

別添に記載あり→
記載あり→

記載あり→
記載あり→
記載なし→
記載あり→
記載なし→

別添で省略した各章は、既許可の内容を踏襲するものである。

変更案
別添で省略した各章について、既許可の対応する章を読み出す。
5. 使用施設の位置、構造及び設備

使用施設の位置、構造及び設備は、本文7章から変更なし。
7. 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄施設の位置、構造及び設備は、本文9
章から変更なし。 41



質問⑱

線量限度に対する評価がよくわからない。デブリを扱う場合において、人が常時立ち入る
場所はAGFであれば最大でも μSv/h、管理区域境界は mSv/3月、周
辺監視区域境界は mSv/年、とありますが、施設全体において本変更を踏まえ
てどのような評価になるのか、どこかに記載があるのか？また、放射線業務従事者
に関する評価も見つけられないが、記載があるか。

①施設全体の評価【FMF別添1-46、AGF別添2-42】
①-1管理区域境界
(1) FMF
最も厳しい条件として、試験セルにおいて1F 燃料デブリ90g を取り扱う際を想定して計算した結果、管理区域境界
における実効線量は、最大でも mSv/3 月となり、1.3mSv/3 月を超えない。
(2) AGF
最も厳しい条件として、No.6 セルにおいて1F 燃料デブリ10g を取り扱う際を想定して計算した結果、管理区域境
界における実効線量は、最大でも mSv/3 月となり、1.3mSv/3月を超えない。

(1) FMF
最も厳しい条件として、試験セルにおいて1F 燃料デブリ90g を取り扱う際を想定して計算した結果、管理区域境界
における実効線量は、最大でも mSv/3 月となり、1.3mSv/3 月を超えない。
なお、現在の管理区域境界における実効線量は、約1.1mSv/3月であり、1F燃料デブリの取扱いを考慮しても
1.3mSv/3 月を超えることはない。
(2) AGF
最も厳しい条件として、No.6 セルにおいて1F 燃料デブリ10g を取り扱う際を想定して計算した結果、管理区域境
界における実効線量は、最大でも mSv/3 月となり、1.3mSv/3月を超えない。
なお、現在の管理区域境界における実効線量は、約2.0×10-1mSv/3月であり、1F燃料デブリの取扱いを考慮して
も1.3mSv/3 月を超えることはない。
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質問⑱

線量限度に対する評価がよくわからない。デブリを扱う場合において、人が常時立ち入る
場所はAGFであれば最大でも μSv/h、管理区域境界は mSv/3月、周
辺監視区域境界は mSv/年、とありますが、施設全体において本変更を踏まえ
てどのような評価になるのか、どこかに記載があるのか？また、放射線業務従事者
に関する評価も見つけられないが、記載があるか。

①施設全体の評価【FMF別添1-46、AGF別添2-42】
①-2周辺監視区域境界
(1) FMF
最も厳しい条件として、試験セルにおいて1F 燃料デブリ90g を取り扱う際を想定して計算した結果、周辺監視区域
境界における実効線量は、最大でも mSv/年となり、1.0mSv/年を超えない。
(2) AGF
最も厳しい条件として、No.2 セルにおいて1F 燃料デブリ10g を取り扱う際を想定して計算した結果、管理区域境
界における実効線量は、最大でも mSv/年となり、1.0mSv/年を超えない。

(1) FMF
最も厳しい条件として、試験セルにおいて1F 燃料デブリ90g を取り扱う際を想定して計算した結果、周辺監視区域
境界における実効線量は、最大でも mSv/年となり、1.0mSv/年を超えない。
なお、現在の周辺監視区域境界における実効線量は、6.5 ×10-3mSv/年であり、1F燃料デブリの取扱いを考慮し
ても1.0mSv/年を超えることはない。
(2) AGF
最も厳しい条件として、No.2 セルにおいて1F 燃料デブリ10g を取り扱う際を想定して計算した結果、管理区域境
界における実効線量は、最大でも mSv/年となり、1.0mSv/年を超えない。
なお、現在の周辺監視区域境界における実効線量は、7.6×10-3mSv/年であり、1F燃料デブリの取扱いを考慮し
ても1.0mSv/年を超えることはない。
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質問⑱

線量限度に対する評価がよくわからない。デブリを扱う場合において、人が常時立ち入る
場所はAGFであれば最大でも μSv/h、管理区域境界は mSv/3月、周
辺監視区域境界は mSv/年、とありますが、施設全体において本変更を踏まえ
てどのような評価になるのか、どこかに記載があるのか？また、放射線業務従事者
に関する評価も見つけられないが、記載があるか。

②放射線業務従事者に関する評価【FMF別添1-45、AGF別添2-41】
(1) FMF
最も厳しい条件として、第2 試験セル（遮蔽窓）において1F 燃料デブリ90g を取り扱う際を想定して計算した結果、
人が立ち入る場所の線量率は、最大でも μSv/h となり、設計基準値の20μSv/h を超えない。
(2) AGF
最も厳しい条件として、No.6 セル（窓）において1F 燃料デブリ10g を取り扱う際を想定して計算した結果、人が立ち
入る場所の線量率は、最大でも μSv/h となり、設計基準値の20μSv/h を超えない。

(1) FMF
最も厳しい条件として、第2 試験セル（遮蔽窓）において1F 燃料デブリ90g を取り扱う際を想定して計算した結果、
人が立ち入る場所の線量率は、最大でも μSv/h となり、設計基準値の20μSv/h を超えない。
なお、本施設における放射線業務従事者の被ばく線量は、常時立ち入る場所を設計基準値以下に抑えることによ
り行われており、1F燃料デブリの取扱いにおいても設計基準値を超えないことから放射線業務従事者の線量限度
（50mSv/年）を超えることはない。
(2) AGF
最も厳しい条件として、No.6 セル（窓）において1F 燃料デブリ10g を取り扱う際を想定して計算した結果、人が立ち
入る場所の線量率は、最大でも μSv/h となり、設計基準値の20μSv/h を超えない。
なお、本施設における放射線業務従事者の被ばく線量は、常時立ち入る場所を設計基準値以下に抑えることによ
り行われており、1F燃料デブリの取扱いにおいても設計基準値を超えないことから放射線業務従事者の線量限度
（50mSv/年）を超えることはない。 44




